
「企業立地のご案内」

福岡県商工部企業立地課　企業誘致係
TEL：０９２―６４３―３４４１　FAX：０９２―６４３―３４４３
https://www.kigyorichi.pref.fukuoka.lg.jp

工場等の立地を検討されている企業で、工場用地、事業所用地等の情報が必要な方。

「企業立地のご案内」は、ホームページでもご覧になれます。
（https://www.kigyorichi.pref.fukuoka.lg.jp）
冊子の配布をご希望の方、工場用地等に関するご質問のある方は下記にご連絡ください。

(年１回更新の冊子）に県
内の事業所用地を掲載し
ています（上記冊子内
P64～65)。

工場等の用地に関する相談受付

県内の工場等の用地に関する情報提供、企業の立地条件等にそった工場適地等を紹介します。

対象者

内　容

活用方法

工場等の用地に関する情報を入手したい

お問い合わせ先

種別 標準税率

所得割 ７.０％
収入割 １.０％

外形標準課税（所得割） １.０％

【１年目】（令和４年４月1日以後開始事業年度） 【２年目】 【３年目】
標準税率の
２分の１

標準税率の
４分の３

標準税率の
８分の７

３.５％ ５.２５％ ６.１３％
０.５％ ０.７５％ ０.８８％
０.５％ ０.７５％ ０.８８％

種別 標準税率

建物 ４％
土地 ３％

標準税率の
１０分の１
０.４％
０.３％

・計画の認定および企業立地促進交付金について
福岡県商工部企業立地課 立地支援係
TEL：０９２―６４３―３８３９　FAX：０９２―６４３―３４４３
https://www.kigyorichi.pref.fukuoka.lg.jp
・県税について
【事業税】福岡県総務部税務課 直税第一係
TEL：０９２―６４３―３０６４ FAX：０９２―６４３―３０６９
【不動産取得税】福岡県総務部税務課 直税第二係
TEL：０９２―６４３―３０７０ FAX：０９２―６４３―３０６９

③限度額
研究開発部門以外：１億円
研究開発部門：上記（ⅰ）～（ⅳ）の合計で１億５千万円

上記（ⅰ）～（ⅴ）の合計で５億円
（２）県税（事業税及び不動産取得税）の軽減措置　

①適用要件

②軽減措置内容
・法人事業税（特別償却設備に係る所得又は収入金額が対象）

・不動産取得税（建物、土地（注３））

（注２）中小企業の定義について
県税の軽減措置の対象となる中小企業とは、「本書の利用にあたって」（巻頭ページ）記載の
「中小企業の定義」に関わらず、租税特別措置法に定義される中小企業をいいます。

（注１）特定業務児童福祉施設について
特定業務施設の従業員の児童に係る保育所その他の児童福祉施設のことをいいます。

（注３）土地の取得については、その取得の日の翌日から１年以内に建物の建設の着手があったも
　のに限ります。

この制度の適用には「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」の認定を受ける必要があります。
当優遇措置を希望される方は、下記問い合わせ先までご相談ください。

活用方法

※記載している標準税率は一例です

（１）平成27年10月８日から令和８年３月31日までの間に地方活力向上地域等特定業務施設
整備計画に係る知事の認定を受けた事業者であること。

（２）認定を受けた日から同日の翌日以降３年（令和４年３月31日以前に事業の用に供した場
合は２年）を経過する日までに、以下の用に供する減価償却資産（特別償却設備）を新
設又は増設し、事業の用に供すること。

　　　・特定業務施設
　　　・当該特定業務施設の新設に併せて整備される特定業務児童福祉施設（注１）

（３）上記（２）の減価償却資産の取得価額の合計額が1,900万円以上であること。
　　　※中小企業（注２）以外にあっては3,800万円以上

お問い合わせ先
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